
JP 2018-43972 A5 2020.5.21

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年5月21日(2020.5.21)

【公開番号】特開2018-43972(P2018-43972A)
【公開日】平成30年3月22日(2018.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2018-011
【出願番号】特願2017-118805(P2017-118805)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  55/10     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  57/15     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  51/43     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ   55/10     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   57/15     　　　　
   Ｃ０７Ｃ   51/43     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年4月6日(2020.4.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＪＩＳ　Ｋ　５１０１－１３－２（２００４）に準拠して測定される吸油量が４０ｍＬ
／１００ｇ～２００ｍＬ／１００ｇであるフマル酸結晶。
【請求項２】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液から、（ａ１）ＨＬＢが１０以下のポ
リオキシエチレン鎖を有する非イオン性界面活性剤、及び（ａ２）ＨＬＢが１５未満のポ
リオキシエチレン鎖を有さない非イオン性界面活性剤から選ばれる少なくとも１種の非イ
オン性界面活性剤の存在下において炭素数４のジカルボン酸の結晶を析出させる工程を含
む、炭素数４のジカルボン酸結晶の製造方法であって、炭素数４のジカルボン酸がフマル
酸である、製造方法。
【請求項３】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液から、（ａ１）ＨＬＢが１０以下であ
り、ポリオキシエチレン鎖中のエチレンオキサイド付加モル数が平均値で３０以下である
ポリオキシエチレン鎖を有する非イオン性界面活性剤、及び（ａ２）ＨＬＢが１５未満の
ポリオキシエチレン鎖を有さない非イオン性界面活性剤から選ばれる少なくとも１種の非
イオン性界面活性剤の存在下において炭素数４のジカルボン酸の結晶を析出させる工程を
含む、炭素数４のジカルボン酸結晶の製造方法であって、炭素数４のジカルボン酸又はそ
の塩を含む水溶液中の炭素数４のジカルボン酸の含有量に対する非イオン性界面活性剤の
含有量の質量比が０．００１～０．５である、製造方法。
【請求項４】
　前記（ａ１）がポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンソルビタン
脂肪酸エステル、及びポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステルから選ばれる少な
くとも１種である請求項２又は３記載の製造方法。
【請求項５】
　（ａ２）ＨＬＢが１５未満のポリオキシエチレン鎖を有さない非イオン性界面活性剤が
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ソルビタン脂肪酸エステル及びアルキルグルコシドから選ばれる少なくとも１種である請
求項２～４のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項６】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液中の非イオン性界面活性剤の含有量が
０．００１～５質量％である請求項２～４のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項７】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩が、石化原料由来の化学合成により得られた炭素数
４のジカルボン酸又はその塩である請求項２～６のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項８】
　炭素数４のジカルボン酸がコハク酸である請求項３～７のいずれか１項記載の製造方法
。
【請求項９】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液から、（ｂ１）非イオン性高分子、（
ｂ２）カチオン性高分子、及び（ｂ３）両性高分子から選ばれる少なくとも１種の高分子
の存在下において炭素数４のジカルボン酸の結晶を析出させる工程を含む、炭素数４のジ
カルボン酸結晶の製造方法であって、（ｂ１）非イオン性高分子がデンプン系高分子、セ
ルロース系高分子及びビニル系高分子から選ばれる少なくとも１種であり、（ｂ３）両性
高分子がメタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン－メタクリル酸共重合体、メタク
リロイルオキシエチルホスホリルコリン－メタクリル酸ステアリル共重合体、メタクリル
酸エチルベタイン－アクリル酸共重合体、スチレン－アクリル酸－アクリル酸ジアルキル
アミノエステル重合体、アリルアミン－マレイン酸共重合体、アミノエチルメタクリレー
ト－メタクリル酸共重合体、ビニルピリジン－マレイン酸共重合体、メチルアミノエチル
メタクリレート－アクリル酸共重合体、ビニルピリジン－イタコン酸共重合体及びメチル
アリルアミン－イタコン酸共重合体から選ばれる少なくとも１種である、製造方法。
【請求項１０】
　（ｂ１）非イオン性高分子がビニル基を有するモノマーを重合させたもの、及び/又は
、ヒドロキシアルキルセルロースである請求項９記載の製造方法。
【請求項１１】
　（ｂ１）非イオン性高分子がポリビニルアルコール及び/又はヒドロキシエチルセルロ
ースである請求項９又は１０記載の製造方法。
【請求項１２】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液中の高分子の濃度が０．００１～５質
量％である請求項９～１１のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項１３】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液中の炭素数４のジカルボン酸の含有量
対する高分子の含有量濃度の質量比が０．００１～０．５である請求項９～１２のいずれ
か１項記載の製造方法。
【請求項１４】
　炭素数４のジカルボン酸又はその塩が、石化原料由来の化学合成により得られた炭素数
４のジカルボン酸又はその塩である請求項９～１３のいずれか１項記載の製造方法。
【請求項１５】
　結晶を析出する方法が、ｐＨ調整による析出、冷却による析出、濃縮による析出及び反
応による析出から選ばれる１以上の方法である請求項２～１４のいずれか１項記載の製造
方法。
【請求項１６】
　ｐＨ調整による結晶の析出を行う時のｐＨが０．５以上９以下である請求項１５記載の
製造方法。
【請求項１７】
　ｐＨ調整による結晶の析出に用いられる酸の添加速度が０．１ｍｍｏｌ－酸／Ｌ／ｍｉ
ｎ～１０ｍｍｏｌ－酸／Ｌ／ｍｉｎである請求項１５又は１６記載の製造方法。
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【請求項１８】
　冷却による結晶の析出が炭素数４のジカルボン酸又はその塩を含む水溶液を昇温してか
ら行われ、昇温温度から冷却温度に至るまでに要した時間から算出される平均冷却速度が
０．０５℃／ｍｉｎ～２０℃／ｍｉｎである請求項１５記載の製造方法。
【請求項１９】
　結晶の析出を周速０．２ｍ／ｓ～１０ｍ／ｓで撹拌しながら行う請求項２～１８のいず
れか１項記載の製造方法。
【請求項２０】
　炭素数４のジカルボン酸がフマル酸又はコハク酸である請求項９～１９のいずれか１項
記載の製造方法。
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